
寒河江市本町駐車場・駅前駐車場管理業務委託 

条件付き一般競争入札の公告 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６

及び寒河江市契約に関する規則（平成９年市規則第１２号。以下「規則」という。）第 

１６条の規定に基づき、下記の業務について条件付き一般競争入札を行う。 

 

 令和８年５月８日 

 

    寒河江市長  齋 藤 真 朗 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業 務 名  寒河江市本町駐車場・駅前駐車場管理業務 

⑵ 履行場所  寒河江市本町二丁目１８９番・本町一丁目６０９番３地内 

⑶ 業務内容  駐車場管制システムによる駐車場管理 一式 

⑷ 履行期間  令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで（６０カ月） 

※本契約は、寒河江市長期継続契約を締結することができる契 

約を定める条例第１項第２号に基づく長期継続契約とする。 

 

２ 入札の場所及び日時 

⑴ 入札場所  寒河江市役所１階 議会第４会議室 

⑵ 入札日時  令和８年５月２１日（木）午前１１時００分開始 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。なお、規則 

に基づき、資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効 

とする。 

⑴ 令第１６７条の４第１項及び第２項の規定に該当しないこと。 

  ⑵ 規則第２５条第２項の規定による競争入札参加資格者名簿に「取扱種目：構

築物維持管理類」及び「品目名：機械・設備の維持管理業務」の区分で登録さ

れている者であること。なお、名簿に未登録の者にあっては、一般競争入札参

加者登録申請書の提出と併せて、一般競争入札参加願書を提出すること。ただ

し、これをもって名簿に必ず登録するものではない。 

  ⑶ 寒河江市建設工事請負業者等指名停止規程（平成１２年市告示第１９号）に

よる指名停止措置を受けていないこと。 

  ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手



続開始の申立てがなされている者でないこと。 

  ⑸ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は破産法（平成 

１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でない 

こと。 

  ⑹ 法人の役員及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

⑺ 暴力団（法第２条第２号）又は暴力団員が経営を支配し、又は利用している 

と認められる法人でないこと。 

 

４ 契約条項を示す場所及び契約事務担当課 

  山形県寒河江市中央一丁目９番４５号 

寒河江市 商工推進課 商工労政係 

電話番号 ０２３７－８５－１４９２（直通） 

 

５ 保証金に関する事項 

  入札保証金は免除する。 

 

６ 入札参加申請書等に関する事項 

  入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加願書（様式第１号）を次に掲げ

る期間内に提出するものとする。 

⑴ 受付期間  令和８年５月８日（金）から令和８年５月１８日（月）まで 

  （ただし、市の休日を除く。） 

⑵ 受付時間  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。受 

        付期間の最終日にあっては午後４時まで。） 

⑶ 受付場所  寒河江市役所３階 商工推進課 

 

７ その他 

⑴ この入札は、入札参加資格の確認を入札後に行う入札参加資格事後審査方式 

 である。 

⑵ 詳細については入札説明書による。 


